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１　個別施設計画策定の趣旨及び概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

１．１　策定の趣旨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　本計画は、魚津市公共施設等総合管理計画（令和６年５月改訂版。以下、「管

理計画」という。）に基づき、施設類型ごとの具体的な方針や長寿命化計画など

を示すものです。 

魚津市における公共施設等総合管理の概念図 

　  

 

１．２　対象施設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　対象施設は、管理計画における「本庁舎・第１分庁舎・第２分庁舎」とします。 

 

１．３　計画期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　計画期間は、20 年間とします。 

 

１．４　進行管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　本計画に基づく進捗確認を毎年度行い、達成状況や財政状況などを踏まえて対

策内容と実施時期を見直すことにより、計画的な改修等に努めます。 
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２　施設の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

２．１　老朽化の状況及び改修状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 
※　経過年数・資産老朽化比率等は、令和５年度末時点 

屋根 外壁 他

事務所棟 S42 56 RC/4 93.6%

大型車両倉庫 S42 56 S/1 100.0%

その他

事務所棟 S41 57 RC/2 79.4%

その他

事務所棟 S42 56 RC/1 81.8%

その他

8362.97 12,590

改修状況 

長寿命化改修

合計

施設名称
建設
年度

経過
年数

構造
/

階層

延床面積
（㎡）

敷地面積
(うち借地)

（㎡）

資産
老朽化
比率

劣化状況 耐震化
改修

本庁舎 6953.79 9,178 未実施

屋上防水改修

工事

R4実施

1,980千円

北面パラペッ

ト修繕工事

R1・2実施

12,980千円

LED化工事

R3実施

12,062千円

昇降機改修

R4実施

8,360千円

庁舎内窓設置

R3-5実施

5,764千円

第１分庁舎 1014.70 1,896 未実施

第２分庁舎 394.48 1,516 対象外
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２．２　位置図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

  

第１分庁舎

本庁舎 第２分庁舎

施設名称 所在地

本庁舎 釈迦堂1-10-1

第１分庁舎 北鬼江313-2

第２分庁舎 釈迦堂1-9-28
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２．３　施設の利用状況及び収支の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

収入 支出 収支差額
【参考】

減価償却費
収入 支出 収支差額

【参考】
減価償却費

収入 支出 収支差額
【参考】

減価償却費

1 本庁舎 5,188 55,642 ▲ 50,454 1,375 5,188 51,223 ▲ 46,035 2,317 5,165 45,234 ▲ 40,069 3,081

2 第１分庁舎 989 6,040 ▲ 5,051 487 961 6,259 ▲ 5,298 549 1,346 6,667 ▲ 5,321 549

3 第２分庁舎 0 2,314 ▲ 2,314 488 0 2,229 ▲ 2,229 488 0 2,468 ▲ 2,468 488

合計 6,177 63,996 ▲ 57,819 2,350 6,149 59,711 ▲ 53,562 3,354 6,511 54,369 ▲ 47,858 4,118

収支（千円）

R3 R4 R5No 施設名称
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３　個別施設の方針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

３．１　施設の役割　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　市役所の本庁舎は、行政サービスの中心拠点であるとともに、魚津市地域防災計

画では、災害発生時における災害対策本部の設置場所とされている施設です。 

 

３．２　現状と課題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　いずれの施設も老朽化が進んでおり、本庁舎・分庁舎は旧耐震基準により整備さ

れた施設であることが課題となっています。 

　各庁舎に窓口が分かれて配置されていることで、手続き等の利便性に欠けるとと

もに、維持管理の面においてコストが割高となっています。 

 

３．３　今後の考え方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

①施設の方針（魚津市公共施設再編方針（令和６年改訂版）抜粋） 

本庁舎・第１分庁舎・第２分庁舎 

 

②対策の優先順位の考え方 

　公共施設再編方針に基づき、令和 11 年度までに新たな本庁舎の整備を行います。

その際、整備場所は、現庁舎及び市役所公園前敷地とします。 

 ＜再編方針＞ 目標年度：令和 11 年度

 ○既存庁舎の耐震化は行わずに、令和 11 年度までに新たな本庁舎を整備する。 

○第１・第２分庁舎は、市民の利便性向上や施設管理等の効率化を図るため、

本庁舎の整備に合わせた本庁舎への移転統合を検討する。 

○他の公共施設についても、機能集約や施設スペースの共用が可能なものは、

本庁舎へ集約する。 

○施設整備に当たっては、民間活力の活用や民間施設の複合化も検討する。 

○整備場所については、現庁舎及び市役所前公園敷地とする。 

○第１・第２分庁舎を本庁舎へ移転統合した場合、跡地の利活用については、

民間への譲渡も含め、幅広く検討する。
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なお、新庁舎の整備までの期間にあっては、建替えに向けた取組みを優先する

こととし、施設の改修等は必要最小限にとどめるよう努めます。 

　また、市の財政状況を見ながら、対策に係る経費が平準化されるよう、計画的

に対策を実施するものとします。 

 

③保有総量の抑制について 

　社会情勢の変化を踏まえ、サービス水準を出来る限り維持しながら公共施設の

総量を抑制するため、施設の集約化を実施します。 

 

④施設の長寿命化について 

　施設の長寿命化を図るため、事後保全的な維持管理から予防保全的な維持管理

に転換します。 

　施設の目標使用年数を60年以上とし、施設の長寿命化改修は建築年度から20年

及び 40 年を経過する年度から５年以内を目途に実施するものとします。 

 

⑤社会的なニーズへの対応について 

　施設の整備にあたり、照明の LED 化、バリアフリー化、ユニバーサルデザイン

化、施設の脱炭素化等に係る改修を実施します。 

　ただし、経費の平準化や社会的要請の高まり等の要因により個別に対応を実施

する場合があります。 
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３．４　対策内容と実施時期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

　※　本計画は、適切な長寿命化改修を実施することにより、減価償却資産の耐用年数を超えて施設を利用することを目指すもの

ですが、老朽化度調査等の結果を基に、長寿命化改修の実施有無や利用期間などが変更となる可能性があります。 

　※　本計画における長寿命化改修や建替え等については、市の財政状況を見ながら、対策に係る経費が平準化されるよう、計画

的に対策を実施するものとします。 

 

 

★60年経過

9

4.2 1 百万円（トイレ洋式化改修）

2 第１分庁舎 ・本庁舎へ統合

3 第２分庁舎 ・本庁舎へ統合

百万円（改修費：空調６、サッシ3）

★60年経過

★60年経過

No 施設名称 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24

1 本庁舎

建替え・統廃合建替え・統廃合の検討

適切な維持管理の実施

適切な維持管理の実施

適切な維持管理の実施

適切な維持管理の実施
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３．５　対策費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　計画期間における概算費用は、「本庁舎等」の施設類型全体で約 70億円です。 

　ただし、現在の市の財政状況では本対策の実施が極めて大きな負担となること

が避けられないため、市の公共施設全体で統廃合や複合化を更に推進し、総量縮

減を図る必要があります。


